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あ
な
た
は
犯
罪
の
被
害
に
あ
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
？

　

残
念
な
が
ら
、
毎
日
ど
こ
か
で
犯
罪
の

被
害
に
あ
っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
。

・
犯
罪
の
被
害
に
あ
う
と
ど
う
な
る
の
か

・�

犯
罪
の
被
害
に
あ
っ
た
場
合
、
ど
の
よ

う
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
の
か

・�

犯
罪
の
被
害
に
あ
っ
た
人
に
ど
う
接
し

た
ら
良
い
の
か

　

自
分
自
身
や
身
近
な
人
が
被
害
に
あ
う

ま
で
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
人
も
多
い

と
思
い
ま
す
。
専
門
家
で
な
く
て
も
、
被

害
に
あ
わ
れ
た
方
の
た
め
に
で
き
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
社
会
全
体
で
被
害
に
あ
わ

れ
た
方
々
の
こ
と
を
考
え
、
被
害
者
支
援

の
輪
を
広
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

○�

い
つ
も
と
変
わ
ら
ず
に
普
段
通
り
あ
い

さ
つ
を
す
る

○�

興
味
本
位
に
事
件
の
噂
話
を
し
な
い

○�

被
害
者
の
側
に
寄
り
添
っ
て
話
を
聞
く

　
『
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
々
を
気
遣
い
、

優
し
い
気
持
ち
で
接
す
る
』
こ
と
が
大
切

で
す
。

　

警
察
で
は
、
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
や
そ

の
ご
家
族
な
ど
に
対
し
て
、
病
院
等
へ
の

付
き
添
い
、
情
報
提
供
、
各
種
専
門
機
関

等
の
紹
介
や
困
り
ご
と
の
相
談
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

も
し
、
あ
な
た
の
周
り
の
人
が
被
害
に

あ
っ
て
し
ま
っ
た
ら
…

　

一
人
で
悩
ま
ず
に
、
誰
か
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

警
察
の
相
談
窓
口

　

警
察
は
各
種
の
相
談
窓
口
を
設
け
、
被

害
に
あ
わ
れ
た
方
々
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
被
害
に
あ
わ
れ

た
ご
本
人
だ
け
で
な
く
、
ご
家
族
や
ご
友

人
か
ら
の
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
警
察
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い

こ
と
に
つ
い
て
は
、
専
門
の
機
関
を
ご
紹

介
し
ま
す
の
で
、
ど
こ
に
相
談
し
た
ら
よ

い
か
わ
か
ら
な
い
場
合
に
も
、
警
察
の
相

談
窓
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、「
１
１
０
番
」
通
報
は
、
事
件

や
事
故
な
ど
で
緊
急
の
場
合
に
の
み
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

○
警
察
本
部
「
け
い
さ
つ
相
談
室
」
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１
０
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↑
携
帯
電
話
の
方
は
こ
ち
ら
へ
）

　

☎
♯
９
１
１
０
（
プ
ッ
シ
ュ
式
電
話
）

○
警
察
本
部
「
女
性
被
害
１
１
０
番
」

　

☎
０
２
５
―
２
８
１
―
７
８
９
０

○
佐
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警
察
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○
佐
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東
警
察
署
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５
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―
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０
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犯
罪
被
害
給
付
制
度
は
、
故
意
の
犯
罪

行
為
（
殺
人
や
傷
害
な
ど
）
に
よ
り
、
不

慮
の
死
亡
、
重
傷
病
ま
た
は
障
害
と
い
う

重
大
な
被
害
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害
賠
償

も
得
ら
れ
な
い
被
害
者
ま
た
は
遺
族
に
対

し
て
、
社
会
の
連
帯
共
助
の
精
神
に
基
づ

き
国
が
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
す

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
精
神
的
・
経
済
的

打
撃
の
緩
和
を
図
る
も
の
で
す
。

　

給
付
金
に
は
、
重
傷
病
給
付
金
、
障
害

給
付
金
、
遺
族
給
付
金
の
３
種
類
が
あ
り
、

犯
罪
被
害
に
よ
り
、
被
害
者
が
、

①�

身
体
に
重
大
な
負
傷
ま
た
は
疾
病
（
重

傷
病
）
を
受
け
た
場
合

②�

身
体
に
障
害
（
１
～
14
級
）
が
残
っ
た

場
合

③
死
亡
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
は
、
犯
罪
行
為

に
よ
る
死
亡
、
重
傷
病
ま
た
は
障
害
の
発

生
を
知
っ
た
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
た
と

き
、
ま
た
は
当
該
死
亡
、
重
傷
病
ま
た
は

障
害
が
発
生
し
た
日
か
ら
７
年
を
経
過
し

た
と
き
は
、
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り

申
請
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
理
由
の

や
ん
だ
日
か
ら
６
か
月
以
内
に
限
り
、
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

申
請
の
手
続
き
な
ど
、
詳
し
く
は
、

最
寄
り
の
警
察
署
ま
た
は
、

警
察
本
部
警
務
部
警
務
課

　
　
　
　

犯
罪
被
害
者
支
援
室

☎
０
２
５
―
２
８
５
―
０
１
１
０（
代
表
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」強
化
週
間
に
つ
い
て

　

新
潟
地
方
法
務
局
お
よ
び
新
潟
県
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
11
月
16
日
㈪
か

ら
11
月
22
日
㈰
ま
で
を
「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
と
し
て
、
法

務
局
職
員
ま
た
は
人
権
擁
護
委
員
が
、
女

性
の
人
権
に
関
す
る
電
話
相
談
を
受
け
付

け
ま
す
。

　

土
曜
日
・
日
曜
日
も
相
談
に
応
じ
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

相
談
内
容

　

差
別
、
Ｄ
Ｖ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ

イ
オ
レ
ン
ス
）、
セ
ク
ハ
ラ
（
セ
ク
シ
ャ

ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）、
夫
婦
間
の
問
題
な

ど
、
広
く
女
性
の
人
権
に
関
す
る
こ
と

電
話
番
号
（
全
国
共
通
）

　

☎
０
５
７
０
―
０
７
０
―
８
１
０

相
談
時
間

○
11
月
16
日
㈪
～
11
月
20
日
㈮

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

○
11
月
21
日
㈯
・
11
月
22
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

お
問
い
合
わ
せ

　

新
潟
地
方
法
務
局
佐
渡
支
局

　

☎
74
―
３
７
８
７

ご
存
じ
で
す
か
？
犯
罪
被
害
給
付
制
度

11
月
25
日
㈬
か
ら
12
月
１
日
㈫
は
「
犯
罪
被
害
者
週
間
」
で
す


